
8 　県たばこ税

 （単位：本、円）

　　　　　　区分

月別

平成30年4月 83,021,838 70,417,227

　　　　　　5月 78,227,345 66,890,139

　　　　　　6月 83,095,874 71,116,332

　　　　　　7月 82,322,286 70,350,107

　　　　　　8月 82,555,365 70,541,264

　　　　　　9月 85,860,516 73,375,519

　　　　　　10月 105,351,425 90,135,280

　　　　　　11月 60,149,104 55,361,164

　　　　　　12月 74,207,642 71,933,241

平成31年1月 80,783,577 74,507,041

　　　　　　2月 70,193,746 64,774,936

　　　　　　3月 68,958,439 63,640,606

計 954,727,157 843,042,856

（注）　　調定額には、平成３０年度に課税したものについて月別に記載した。

売渡したばこの本数 調定額



県
た
ば
こ
税

売渡しまたは消費等に
係る製造たばこの本数

1,000本につき　　～Ｈ30.9.30  860円
　　　　　　　　　　　　Ｈ31.10.1～930円
　(旧3級品1,000本につき　656円)

毎月分を翌月末日まで


